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飯野出張所が「支所」になりました
役場内の課と係を一部再編しました

住民課が本庁へ（支所でも証明書等は交付します）

支所業務以外の役場機能は本庁へ

村は、本年度、役場機能を順次本庁舎へ戻し
ます。また、新年度に合わせて役場機構の再
編を行い、新体制を整えました。届け出や手
続きの窓口も、段階的に変更となりますので、
ご確認とご協力をよろしくお願いいたします。山田敬行 総務課

主任主幹兼総務係長

新体制に関するご質問は
総務課総務係（飯野支所内）
☎024-562-4200まで
※7月の本庁移転後は

問い合わせ先が変わります。
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飯野出張所が「支所」になりました
役場内の課と係を一部再編しました

村役場が変わります 　国は昨年６月に、「遅くとも平成29年の３月までに帰還困難区域を除く避難区域の避難指示
解除を行えるよう、除染をはじめとする復興事業を加速する」という内容の指針を発表しまし
た。村は、国による避難指示解除への対応を協議してきた結果、国が最長と示した平成29年
３月に村の避難指示を解除するよう、申し入れることとしました。はっきりとした解除時期を、でき
るだけ早く村民の皆さんにお示しすることで、それぞれのご家庭が今後を見通せるようにした
いとも考えたところです。
　さらに、避難指示解除前に実施される現行の「準備宿泊」が３か月を区切りに延長されるもの
であるため、継続して帰村等の準備が行えるよう７月から避難指示解除までの「長期宿泊」を実
施するよう、これについても提案・要望を行います。
　また、住民懇談会に国側の出席を求めて、村民が意見交換を行えるようにしていくつもりで
す。除染や復興事業のさらなる促進、なりわいと生活の支援策なども、一つひとつ拾ってしっかり
と求めていきます。そして、帰還困難区域となっている長泥行政区の復興加速も、改めて要望し
ています。いろいろな考え方がある中ではありますが、どうぞ村民の皆さんのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

村は「避難指示解除時期」について
国に提案と要望を行います

また村は、同じ行政区長会議で、学校機関は平成30年度からの村内再開を目指すと報告しました。諮
問委員会の提案を受け、飯舘中学校の施設を幼小中で利用できるよう改修し、できる限りの思いを込
めた教育環境を整えていくためです。前後して申し訳ありませんが、子どもたちや保護者の皆さんへのご
報告は改めて行ってまいります。
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村は村議会の合意を得て、３月23日に臨時行政区長会議を開催し、上記の説明を行いました。
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